
｢障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律｣
（障害者差別解消法）が施行されました
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対
象
に
な
る
「
障
害
者
」
は

　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
（
発
達
障
害
を

含
む
）、
そ
の
他
の
心
身
の
障
害
の
あ
る
人

で
、障
害
や
社
会
の
中
に
あ
る
障
壁
に
よ
り
、

日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受

け
て
い
る
全
て
の
人
で
す
。
障
害
者
手
帳
を

持
っ
て
い
な
い
人
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

「
障
害
」
と
は

　

こ
れ
ま
で
「
障
害
」
は
、
身
体
や
知
能
な

ど
個
人
の
性
質
や
能
力
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は
、
障
害
者

が
働
け
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
参
加
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
社
会
の
し

く
み
」
に
障
害
が
あ
る
（
社
会
的
障
壁
）
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
社
会
的
障
壁
の
具
体
例
】

・
道
路
の
段
差

　

3
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
程
度
の
段
差
で
も

車
椅
子
は
進
め
な
く

な
り
ま
す
。

・
書
類

　

難
し
い
漢
字
ば
か

り
で
は
、
理
解
し
づ

ら
い
人
も
い
ま
す
。

・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　

全
て
画
像
だ
と
読

み
上
げ
ソ
フ
ト
が
機

能
し
ま
せ
ん
。

◆
障
害
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
取

　
り
扱
い
の
禁
止

　

障
害
を
理
由
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の

拒
否
・
制
限
・
条
件
を
つ
け
る
行
為
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

は
除
く
）。

【
具
体
例
】

・
保
護
者
や
介
護

　

者
が
一
緒
に
い

　

な
い
こ
と
や
、

　

車
椅
子
を
利
用

　

し
て
い
る
こ
と

　

を
理
由
に
、
飲

　

食
店
へ
の
入
店

　

を
拒
む　

・
受
付
の
対
応
を
拒
否
す
る

・
ア
パ
ー
ト
な
ど

　

を
借
り
る
と
き
、

　

障
害
者
向
け
物

　

件
は
な
い
と
言

　

っ
て
対
応
し
な

　

い
・
学
校
の
受
験
や

　

入
学
を
拒
否
す
る

・
本
人
を
無
視
し
て
介
助
者
や
支
援
者
、
付

　

き
添
い
の
人
だ
け
に
話
し
か
け
る　

な
ど

★
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

　

障
害
の
あ
る
人
に
そ
の
理
由
を
説
明
し
、

理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

※
状
況
に
応
じ
て
障
害
の
あ
る
人
を
優
遇
す

　

る
取
り
扱
い
な
ど
は
、
差
別
的
取
り
扱
い

　

に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

　 4月から施行されたこの法律は、「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人も
ない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、暮らし、学び、働くことができる
「共生社会」をつくるための法律です。今回は、法律の概要についてお知らせします。

こ
の
法
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人（
団
体
）

　

国
の
行
政
機
関
や
市
町
村
と
い
っ
た
地
方

公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
で
す
。

　

民
間
事
業
者
と
は
、
一
般
的
な
企
業
や
店

舗
だ
け
で
な
く
、
個
人
事
業
者
や
対
価
を
得

な
い
無
報
酬
の
事
業
、
非
営
利
事
業
を
行
う

社
会
福
祉
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

※
個
人
的
な
関
係
で
障
害
の
あ
る
人
と
接
す

　

る
よ
う
な
場
合
や
、
個
人
の
思
想
、
言
論

　

と
い
っ
た
も
の
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

差
別
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
分
野

　

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
全
般
に
係
る
分

野
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
交
通
や
建
物
、
情
報
、
教
育
、

医
療
、
防
災
な
ど
の
分
野
で
す
。

Restrant

ど
の
よ
う
な
差
別
の
解
消
を
行
う
の
か

　

「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
」
に
は
、
障

害
の
あ
る
人
へ
の
「
不
当
な
差
別
的
取
り
扱

い
」
と
「
合
理
的
配
慮
の
不
提
供
」
が
あ
り

ま
す
。

　

法
律
で
は
、
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
に

つ
い
て
は
、
国
の
行
政
機
関
や
市
役
所
な
ど

の
地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
の
ど
ち
ら

で
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

合
理
的
配
慮
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
国
の

行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
は
法
的
義
務
、

民
間
事
業
者
は
努
力
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Restrant Restrant

Restrant Restrant
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問
い
合
わ
せ
／
障
害
福
祉
課

　
☎（
55
）2
7
6
1

　
5（
53
）0
1
5
1

　

Afu-syougai@
div.city.

　
　fuji.shizuoka.jp

◆
合
理
的
配
慮
の
提
供

　

障
害
の
状
態
や
性
別
、
年
齢
な
ど
に
考
慮

し
た
変
更
や
調
整
を
行
い
、
事
実
上
の
平
等

な
サ
ー
ビ
ス
や
各
種
機
会
の
提
供
を
行
う
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
か
ら
、
社
会
の
中
に
あ
る

障
壁
を
取
り
除
く
た
め
に
何
ら
か
の
対
応
を

求
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担

が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
本
人
が
意
思
を
表
明
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、そ
の
家
族
や
介
助
者
、

支
援
者
な
ど
が
意
思
の
表
明
を
し
ま
す
。

【
具
体
例
】

❶
環
境
へ
の
配
慮

・
段
差
が
あ
る
場

　

所
で
、
車
椅
子

　

利
用
者
に
対
し

　

て
補
助
を
す
る

・
高
い
と
こ
ろ
に

　

置
い
て
あ
る
パ

　

ン
フ
レ
ッ
ト
を
、
車
椅
子
利
用
者
に
合
わ

　

せ
て
低
い
位
置
に
変
え
る

・
講
演
会
な
ど
を

　

行
う
と
き
、
障

　

害
の
特
性
に
応

　

じ
て
、
席
の
位

　

置
を
決
め
る

・
疲
れ
や
す
い
障

　

害
者
か
ら
休
憩

　

の
申
し
出
が
あ

　

っ
た
と
き
に
、
臨
時
の
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を

　

つ
く
る　

な
ど

❷
意
思
疎
通
の
配
慮

・
聴
覚
に
障
害
の

　

あ
る
人
に
は
、

　

筆
談
を
行
っ
た

　

り
、
手
話
通
訳

　

者
を
用
意
し
た

　

り
す
る
。
ま
た
、

　

視
覚
に
障
害
の

　

あ
る
人
に
は
、
読
み
上
げ
を
行
う

・
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
に
は
点
字
資
料
や

　

音
訳
デ
ー
タ
を

　

用
意
す
る
。
漢

　

字
を
読
む
こ
と

　

が
不
得
意
な
人

　

に
は
振
り
仮
名

　

を
つ
け
た
り
、

　

平
仮
名
を
使
っ

　

た
り
す
る

　

※
文
字
や
図
表
な
ど
の
情
報
を
音
声
化
し

　
　

た
も
の
。

・
講
演
会
を
行
う

　

と
き
、
チ
ラ
シ

　

な
ど
に
「
聴
覚

　

に
障
害
が
あ
る

　

人
は
事
前
に
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
」

　

な
ど
と
明
記
し
、

　

相
談
が
あ
っ
た

　

場
合
に
は
、
手
話
通
訳
者
や
要
約
筆
記
者

　

を
用
意
す
る　

な
ど

　

※
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
人
に
、
話
の
内
容

　
　

や
会
議
の
進
行
、
講
演
の
内
容
な
ど
を

　
　

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
筆
記
に
よ
る
通
訳
を

　
　

行
う
人
。

❸
ル
ー
ル
・
慣
行
へ
の
配
慮

・
順
番
を
待
つ
こ
と
が
苦
手
な
障
害
の
あ
る

　

人
に
、わ
か
り
や
す
く
順
番
を
教
え
た
り
、

　

順
番
を
前
に
入
れ
か
え
た
り
す
る

・
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
人
に
、
手
話
通
訳
が

　

見
や
す
い
席
や
要
約
筆
記
の
ス
ク
リ
ー
ン

　

に
近
い
席
を
確
保
す
る

・
障
害
者
の
来
場
が

　

多
く
見
込
ま
れ
る

　

場
合
、
施
設
の
入

　

口
に
近
い
一
般
駐

　

車
場
を
障
害
者
専

　

用
駐
車
場
と
す
る
。

　

ま
た
、
エ
レ
ベ
ー

　

タ
ー
の
一
つ
を
障

　

害
者
専
用
と
す
る

・
非
公
表
や
未
公
開
の
情
報
を
扱
う
会
議
に

　

お
い
て
、
介
護
者
が
必
要
な
障
害
者
が
出

　

席
す
る
場
合
、
情
報
を
漏
え
い
さ
せ
な
い

　

こ
と
を
条
件
に
介
護
者
の
同
席
を
認
め
る

　

な
ど

※

※

　
今
後
、
富
士
市
役
所
で
も
障
害
者
の

差
別
の
解
消
に
努
め
て
い
き
ま
す

◎
市
役
所
内
で
「
差
別
を
受
け
た
」「
合

　

理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
」

　

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
の
相
談
窓
口

　

障
害
福
祉
課（
市
役
所
4
階
）、
教
育

委
員
会
は
教
育
総
務
課
及
び
学
校
教
育

課
（
市
役
所
7
階
）
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

雇
用
分
野
に
お
け
る
差
別
の
解
消

　

こ
と
し
4
月
に
「
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
」（
障
害
者
雇

用
促
進
法
）
が
改
正
さ
れ
、
障
害
を
理

由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の

禁
止
と
合
理
的
配
慮
の
提
供
が
法
的
義

務
に
な
り
ま
し
た
。

　

雇
用
分
野
で
は
、
民
間
事
業
者
も
合

理
的
配
慮
の
提
供
が
法
的
義
務
に
な
り

ま
す
。

障
害
の
あ
る
人
へ
の
支
援
の
基
本

★
本
人
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
か

　

ど
の
よ
う
な
手
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る

の
か
、「
何
か
お
手
伝
い
で
き
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？
」
な
ど
と
、
ま
ず
は
声
を
か
け

て
み
ま
し
ょ
う
。

★
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に

　

ゆ
っ
く
り
、
は
っ
き
り
、
丁
寧
な
言
葉
づ

か
い
で
話
し
か
け
、
安
心
感
を
持
た
れ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

★
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
は
立
ち
入
ら
な
い

　

援
助
す
る
の
に
必
要
が
な
い
こ
と
は
聞
か

な
い
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
は
配
慮
し
ま

し
ょ
う
。

Restrant
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